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中古住宅ストックの評価手法に関する観究
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本研究は,近い将来における中古住宅ストックの評価基準の確立を目指し,次のように基礎的事項に関する整理・検証を行った。①

日本における既存の住宅(建物)評価基準などの文献調査,及び,専門家へのインタビュー調査により,包括的な中古住宅ストックの建

物評価項目案を提示した。②各建物評価項目について,評価のための定量化に関する検討を行った。③設計者・不動産業者・居住者ら

の主体による評価項目への重視度合いの相違を抽出・比較した。④国内住宅メーカー各社,及び,韓国,米国において,中古住宅の評

価に関してどのような取組みがなされているのかを整理し,専門家による各項目の重視度をインタビュー調査により詳細に抽出した。
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1,はじめに

1.1研究の背景

第二次世界大戦直後の日本の住宅政策は,世帯数に対

応した住宅戸数の確保,即ち,量的対応に終始してきた。

1970年前後に全国レベルで住宅戸数が世帯数を上回っ

た後には,量から質への転換が図られた。しかし,急激

な都市化に伴う人口の集中や地価の高騰などにより,必

ずしも良質な住宅が供給されてきたとは言い難い状況に

ある。

また,戦後の「量」充足政策時のストックは,必ずし

も良質ではないことや,新築住宅を生産する方が中古住

宅を売買するよりもGNP(国民総生産)の上昇への寄

与が大きいことからも,専らスクラップアンドビルドを

前提とした政策が維持された。その結果,我が国におい

ては,新築・建替え中心の住宅市場が形成され,中古住

宅を有効に活用するための中古住宅市場・賃貸住宅市場

・リフォーム市場が,欧米の再生先進国に比べて未発達

である。

21世紀の始まりを境に,環境問題の深刻化や,「持

続可能な都市」への転換の必要性などから,スクラップ

アンドビルドに関する批判も生じ,ストック活用への政

策転換も図られている。建築廃材が環境にかける負担は

大きく,維持管理費や廃棄処分費を考慮したライフサイ

クルコストの概念が,我が国においても重視されてきて

いる。さらに,先進国の中では空家率が13%と最も高

く,2003年の住宅・土地統計調査でも,一貫して空家

率が年々上昇傾向であることが確認され,これらの有効

活用が課題となっている。

1.2研究の目的と視点

1)研究の目的

以上のような状況下で,新築市場を前提とした建築業

*】椙山女学園大学教授

*4名古屋大学准教授

*7名古屋工業大学准教授

*2椙山女学園大学専任講師

*5豊橋技術科学大学助教

*3椙山女学園大学助手

*6愛知産業大学専任講師

一287一 住宅総合研究財団研究論文集No.35,2008年版



界が,新築と再生が共存する市場の中で生産システムの

転換を図る必要がある。

様々な住宅問題に対応し,良質な中古住宅ストック

を形成するためには,住宅の質の評価手法を確立するこ

とが必要であるという前提の下に,以下の5点を実施す

ることで,中古住宅ストックの評価基準を提案すること

を本研究の最終目的とする。尚,本研究報告では,この

うち①～③を行った。

①日本市場における不動産,及び,建物価値評価の根拠

となる項目(うち建物に関するものを,以後「建物評価

項目」とする)を抽出し,整理する。

②既存の基準を参考に,評価項目の定量化の検討を行う。

③主体・業種・形態(新築・中古,戸建・集合など)の違

いに着目し,それぞれの建物評価項目の重視度を示す。

④建物評価項目間の重み付けを行う。

⑤主体の違い等に着目した,評価基準の提案,及び,検

証を行う。

建物評価項目の抽出・整理※1

定量化されている1
NO

2)研究の視点

不動産の評価基準や,法律における項目においては,

大半を土地に関する項目が占め,上物としての住宅,す

なわち,建物自身の項目(建物評価項目)が圧倒的に少

ない。建物評価項目としては,構造や設備等の資産価値

に関する物理的な項目に重点が置かれていると考えられ

る。本研究では,不動産評価項目の中でも特に建物評価

項目に着目し,現在評価基準が設定されていない天井高

や眺望等の空間性能に関連する項目や,住宅の快適さ等

の居住性能に関連する項目も今後の不動産評価に必要な

要因であると考え,研究を行うに到った。

YES

※2

      奪門蜜の意見を聴取※3

      企業独自の評価墓準を参考にするNO
      定璽化できたか?率塗りつふし郡分が本研究稲告範囲      ※2より本研究のレベル(5段階)に合わせて援用するYES

      

      関適主体憲見の柚出豪4       ※5居住者の意見による定量化

            
      重み付け

      主体の違いによる重視する評価項目の相違

      

      評価基攣の提累

      検証

※1

・日本t主宅'r生翁篭表示基準
・不動産鑑定評価墓準

抽出
・住宅情報雑誌(住宅情報タウンズ)
・エ葉1ヒイ主宅言忍定希11度
・OAS日EE

・東京R不動産
インタビュー調査～

・地球環境への配慮

追加

固定資産税・都市計画税'不動産取得税

・言隻1蔚(居f主†生肯E)
整理・意匠(空間性能)

・周辺環境
・手続き

※2

B本を代表する住宅評価機闇より調査
'・日本住宅性能衰示基準
.'CASBEE

※4'・企業(5業種)、居f主者対象

くアンケート内容〉

・建物評価項目毎の重視度

※3インタビュー調査2

〈インタビュ_先〉'ハウスメーカー(7社)
・不動産(1社)
・管理組合協議会(1社)
1・リフォーム業q宇士)
【潤外】鰯国12社・、アメリカ2社

・・工法について
〈質問内容〉特徴

他の工法と比べた長所・短所
・自社独自の評価基準について

・建物評価項目について
」(奪門的立場からの意見)

※5

'・家族構成
・住宅の建て方、新築か中古か

くアンケート内容〉・その建て方を選んだ理由
・年収
・内容の優先順位一定量化
・項目の重要度(5段階)一重み付け

図2-1研究のフロー

表2-1インタビュー・アンケート調査項目

2.研究の方法

本研究のフローを図2-1に示した。研究フロー中の

塗り潰し部分が,本研究報告の範囲を示している。表

2-1には,インタビュー調査1,2,及び,アンケート

調査の項目をまとめた。

①不動産,及び,建物価値評価項目の抽出方法(図2-1

研究のフロー※1):文献調査として,「日本住宅性能

表示基準」,「不動産鑑定評価基準」,「固定資産税・

都市計画税・不動産取得税」,「住宅情報雑誌(住宅情

報タウンズ)」,「工業化住宅認定制度」,「CASBEEj,

「東京R不動産」により建物評価項目の抽出を行った,,illl)

さらに,インタビュー調査1(平成19年11～12月

企業10社)により,建物評価項目を追加した。

②①で抽出した建物評価項目の主体・業種・形態毎の重

視度の調査方法(図2-1研究のフロー※3,※4):東海

地区を対象として,以下のとおり,インタビュー調査2,

及び,アンケート調査(表2-2参照)を行った。

・インタビュー調査2(平成20年6～9S企業計10

・建物評価項目として必要だと考えるもの

・各建物評価項目の重視程度について

・各建物評価項目の重視程度(居住者・企業共通)

・居住者:居住住宅概要戸建/共同、築年数)

・居住者:その他の項目で、入居時に重視したこと

・企業:菜種

・企業:その他の項目で、重視していること

また、今後重視すべきと考えること

自社の扱う工法にっいて

一番の特徴(長所)

他の工法と比べての長所・短所

・自社独自の評価基準はどのようなものか

独自の項目・定量化方法について

゜項目表について

分頚、項目、内容の修正・追加
特に空間性能・居住性能評価項目の追加の有無
顧客の要求で多いもの、人気なもの

空間性能・居住性能を評価することで
中古住宅の流通に変化が生じるか否か

表2-2アンケート調査概要

         ・配方法・収方法配・収数・収%

         企業設計業設計事務所名簿会報誌へ同封郵送回収240229.2         (社)日本ツーバイフオー建築協会会報誌へ同・802227.5
         施工業          (社)愛知県建設業協会直接郵送1734727.2

         不動産鑑定(社)愛知県不動産鑑定士協会直接郵送1542717.5
         流通(社)中部不動産協会直接郵送533464.2

         居住者一戸建・共周住宅リフォーム業A社社員社内配布社内回収1355037.0         共同住宅マンションBボスティング管理ポスト回収54713.0         マンションCボスティング462656.5

         マンションDボスティング4037.5
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社):ハウスメーカー(7社),不動産(1社),管理組

合協議会(1社),リフォーム業(1社)

*海外一韓国(1社),アメリカ(1社)

・アンケート調査(平成19年9A～11月):企業700票

配布152票回収,居住者275票配布86票回収

③建物評価項目の定量化(図2-1研究のフロー※2,※

3):②インタビュー調査2,及び,文献調査として

「日本住宅性能表示基準」,「CASBEE」を基に定量化を

行った。

3.日本の不動産価値評価の方法の抽出と整理

現在の不動産価値評価は,主に「日本住宅性能表示基

準」,「不動産鑑定評価基準」,「固定資産税・都市計

画税・不動産取得税」の3つの評価手法により確認する

ことができる。これら3つの評価手法の整理により判明

した問題点や現況をまとめると,不動産価値評価におけ

る建物評価項目が不足している点と,建物評価における

中古住宅価値が劣位である点に要約できる。つまり,現

在の不動産価値評価における建物評価項目は全体のわず

かであり,「不動産価値評価≒土地価値評価」であると

いう現況が認められた。

以上のことから,現在の不動産価値評価で不足して

いると考えられる建物評価項目を検討するため,前出の

3つの評価手法に加えて,「住宅情報雑誌(住宅情報タ

ウンズ)」,「工業化住宅認定制度」,「CASBEE」,

「東京R不動産」により,建物評価項目の抽出と整理を

行った。

項目の整理にあたっては,日本住宅性能表示基準の

キーワードを参考にして,「構造の安定」,「火災時の

安全」,「劣化の軽減」,「維持管理・更新への配慮」,

「温熱環境」,「空気環境」,「光・視環境」,「音環

境」,「高齢者等への配慮」,「防犯」の10つに分類

し,それぞれを居住者水準で言い換えた。

さらに,日本住宅性能表示基準以外のソース,及び,

①のインタビュー1により追加された分類である,「地

球環境への配慮」,「設備」,「意匠」,「周辺環壇」,

「手続き」を加え,項目の整理を行った(表3-1※次

頁)。

4.建物評価項目の定量化

ここでは,3.でまとめた建物評価項目の各々の項目

がどのように定量化できるかについて検証した。具体的

には,各項目の状況によってレベル1--5までを設定し,

その建物の状況によってレベルを選定する。まず,「住

宅性能表示基準」および「CASBEE」において定量化され

ている項目については,その定量化手法をそのまま活用

し定量化をおこなう。定量化されている項目は,「B.火

災時の安全」(表3-2),「C.劣化の軽減」,「E.温熱

環境」,rF.空気環壌」(表3-2),「G.光・視環境」

(表3-2),「H.音環境」,「1.高齢者等への配慮」の

項目であった(表3-1参照)。

既存の評価基準で定量化されていない項目について

は,それぞれの項目の特性を考慮し,専門企業/専門家

へのインタビューから検討する項目と居住者へのアンケ

ート/インタビューから検討する項目とに大別した(表

3-1参照)。専門企業/専門家へのインタビュー一一から検

討する項目は「K.地球環境への配慮」とし,「A.構造の

安定」,「D.維持管理・変更の配慮」,「」.防犯」の項

目については,既存の評価基準と合わせて専門企業/専

門家へのインタビューから検討することとした。居住者

へのアンケート/インタビューから検討する項目として

は,「L.設備」,「0.手続き」とした。「N.周辺環境」

については,既存の評価基準と合わせて居住者へのアン

表3-2定量化されている建物評価項目の例

A火災時の安全
B-2感知繁報M智が設置されている

評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び
居室で発生した火災を早期に感知し、住戸全域にわたり警報を
発生するための装置が設置されている

評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び
居室で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発生
するための装置が設置されている

評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての台所及び
寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発生する
ための装置が設置されている

評価対象住戸において発生した火災のうち、すべての寝室等で
発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発生するための装
置が設置されている

F空気環境
F-1ホルムアルデヒド対策がされている

ホルムアルデヒドの発散が極めて少ない(日本工業規格又は日
本農林規格のF☆☆☆☆等級相当以上)

ホルムアルデヒドの発散が少ない(日本工業規格又は日本農林
規格のF☆☆☆等級相当以上)

G光・視環境
G-4照明具のグレア

反射板形状の工夫、ルーバー・透光性カバーなどにより十分にグ
レアを制限している器具。G1、GO、V分類の器具。

(該当するレベルなし)

水平方向から見て光源が露出せずグレアを制限している器具。
G2分類の器具。

(該当するレベルなし)

水平方向から見て光源が露出しグレアを制限していない器具。
G3分類の器具。
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表3-1建物価値評価項目の抽出と整理

         用・強・美分類項目住宅性饒衷示墓準CASBEE奪門企彙/奪門蜜へのインタビュー居住者へのアンケトノインタピュー
         強A構造の安定A-1建物に耐震性(免震・制震など)がある03段階0

         A-2構造の種類(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造)麟

         用・強B火災時の安全B-1建物に鮒火性がある03.4段階         B-2感知警報装置が設置されている04段階
         B-3避難の安全性が確保されている03段階

         強C劣化の軽滅C-1構造躯体(基礎・壁・柱・梁など)に耐久性がある03段階0
         C-2仕上げ材に耐久性があるo

         用・強D理・変更の配慮D-1給排水管・給湯管・ガス管が維持管理しやすい03段階0         D-2居室(共同住宅の場合は住戸)の間取り変更がしやすい0(記述)轡

         D-3築年数㊧

         D-4建物のいたみ具合㊧

         強E温熱環境E-1建物に断熱性がある0

         強F空気環境F-1ホルムアルデヒド対策がされている03段階         F-2化学汚染物質対策がされている0
         F-3アスベスト対策がされている0

         F-4ダニ・カビ等の対策がされている○

         F-5レジオネラ対策がされている0

         F-6換気・通風性がよい01段階o

         用・強G光・視環境G-1採光をとるための窓の量・方位o(記述)0         G-2建物の日当たりがよい0

         G-3昼光利用設備があるo
         G-4照明器具のグレァ○

         G-5昼光制御がある0
         G-6照度0

         G-7照度均等精度o

         G-8照明制御0

         用・強H音環境H-1壁・床・窓に遮音性がある05段階0         H-2開ロ部遮音性能0

         H-3界壁遮音性能人の話し声o
         H-4界壁遮音性能(軽衝撃源)椅子の移動音o
         H-5界床遮音性能人のとびはねや走り回る音0

         H-6暗騒音レベル0

         H-7設備騒音対策0
         H-8吸音材を使っているか0

         用1高齢者等への配慮1-1バリアフリーになっている05段階O
         1-2各室・廊下などに介助のためのスペースがとれる05段階

         用J防犯J-1口、bにい吾画で・バルコニーの配0(記述)
         J-2防犯装置が設置されている鯵

         用・強K地球環境への配慮K-1地球環境に配慮した設備がある鯵
         K-2環境に配慮した材料が使われている鯵

         用・強L設備L-1浴室の設備薩         L-2脱衣所の設備㊨

         L-3トイレの設備鯵
         L-4キッチンの設備鯵

         L-5玄関の設備鶴

         L-6庭・バルコニーの設備麟

         L-7部屋の設備鯵
         L-8ゴミ処理麟

         美M意匠M-1トイレの広さ鯵繭
         M-2脱衣所の広さ鯵働

         M-3浴室の広さ麟騒

         M-4キッチンの広さ(作業のしやすさ)総鯵

         M-5トイレ・浴室の配置駒麟
         M-6庭・バルコニーの広さ(ガーデニング・BBQができる)鶴露

         M-7居室1室が広い麟醗

         M-8天井高が高い鯵鯵

         M-9庭・バルコニーの配置鯵璽

         M-1住戸の所在位置醗麟
         M-1間取り馨鯵

         M-1収納の量が多い鯵鯵

         M-1建物の外観・内観のデザイン鯵鯵

         M-1窓からの眺めが良い鯵鯵

         M-1改装OK⑭勧

         用N周辺環境N-1駐車場の台数0
         N-2施設が充実している(集合住宅のみ)⑱

         用0手続き0-1法律上(用途地域・建ぺい率・容積量など)の規制・制約㊨         0-2延べ面(共同モの合は戸。分の延べ面)がい鯵
         O-3設備(報通信対応設・空調設備・電気谷量など)がてい鯵
         0-4金額・契約内容⑭
         0-5条件鯵

O;現在、定量化されている
聾:現在、定量化されていない
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ケート/インタビューから検討することとした。また,

「M.意匠」については,専門企業/専門家へのインタ

ビューと合わせて居住者へのアンケート/インタビュ

ーから検討することとした。

定量化されていない項目については,他にも,既往

研究により立証できる項目や心理評価実験によって検

証できる項目もあると考えられることから,建物評価

項目全体の定量化については,今後の課題となる。本

研究においては,建物評価項目全体の定量化に向けた

初期調査として,専門企業への初期インタビュー

(5.2参照)を行った。 図5-1主体別(企業と居住者)の建物評価項目の重視度比較

5.各主体の建物評価項目の重視度合い,及び,中古

住宅評価に関する取組み

5.1各主体の建物評価項目の重視度合い

1)アンケート調査の方法

主体(住宅に関連する企業5業種・居住者),住宅

の建て方(一戸建・共同住宅),住宅の築年数(新築

住宅・中古住宅)の違いによる建物評価項目の重視度

を考察することを目的とし,表2-2に示す対象者およ

び配布・回収方法でアンケート調査を行った。

アンケート中の建物評価項目の分類は,日本住宅性

能表示基準のキーワードによる10分類(3章参照)と,

それ以外の分類のうち表3-1で多数を占めている「設

備」,「意匠」を「その他」の分類としてまとめて扱

った。

2)主体・業種・建て方・築年数による意識の比較注2)

主体(住宅に関連する企業6業種・居住者)別にみ

ると(図5-1),企業の傾向として,「光・視環境」

や「空気環境」は4.36程度と重視度が高く,「維持

管理・更新への配慮」や「高齢者等への配慮」は

3.77程度と重視度が低い。つまり,現在の生活に直

接影響する項目は意識が高く,将来的には不可欠だが

現在は直接影響しない項目は意識が低いと考えられる。

居住者の傾向として,「光・視環境」は4.27と重視

度が高く,「高齢者等への配慮」は2.75と重視度が

低い。企業全体の結果と類似しているが,第2位との

差が際立っ結果となった。企業と居住者を比較した結

果,全体的に企業の方が,重視度は高いが,「光・視

環境」や「音環境」は差が少ない。

さらに,5業種による比較を行った結果(図5-2),

最も重視度に差が現れた項目は,「温熱環境」(差

=1.04程度)と「火災時の安全」(0.89程度),「防

犯」(0.56程度)であった。特に,不動産流通業と

不動産鑑定業は重視度が低い。

住宅の建て方(一戸建・共同住宅)別にみると(図

5-3),一戸建の傾向として,「光・視環境」は4.38

図5-2業種別の建物評価項目の重視度比較

図5-3建て方別の建物評価項目の重視度比較

図5-4築年数(新築・中古)別の建物評価項目の重視度比較
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と重視度が高く,「防犯」は3.29と重視度が低い。

「防犯」は住宅を選択した後に,個人で対応することが

一般的であるため,意識が低いと考えられる。共同住宅

の傾向として,やはり「光・視環境」は4.42と重視度

が高く,「高齢者等への配慮」は3.08と重視度が低い。

一戸建と共同住宅を比較した結果,「高齢者等への配

慮」(差=0.44)に意識の差がある。一戸建は,高齢者

にとって階段等の負担になる要素が多いため,意識が高

くなると考えられる。

新築と中古を比較すると(図5-4),新築住宅の傾向と

して,「光・視環境」は4.48と重視度が高く,「防

犯」は3.42と重視度が低い。中古住宅の傾向として,

やはり「光・視環境」は4.21と重視度が高く,「高齢

者等への配慮」は2.93と重視度が低い。中古住宅と新

築住宅を比較した結果,中古住宅は,全体的に意識は低

いが,「維持管理・更新への配慮」を除いて,類似した

傾向であった。

境」,「G.光・視環境」,「H.音環境」の項目に対して

は,「住宅性能表示基準」や「CASBEE」などの評価基準

を重視して対応している傾向が見られた。また,近年の

傾向として,「J.防犯」に対する顧客のニーズや「K.地

球環境への配慮」への各社の取り組みが多くなってきて

いる傾向も明らかとなった。各社の中古住宅評価事業へ

の取り組みについては,中古マンション価格査定表(住

宅メーカー:E社)や現場調査チェックリスト(リフォ

ーム業:1社)といった各社独自の評価基準を作って対

応していることが明らかになった。各社様々な試みをお

こなっているが,多くがコストとの関係性が重要である

ことが挙げられた。また,住宅メーカーでは,耐震およ

び重要部位に対する保障の必要性から,詳細な項目と保

障内容,保障・点検期間が設定された診断・点検システ

ムが整備されてつつある(表5-2※次頁)。

建物評価項目に対する重視度にっいては,表5-3に

表5-1インタビュー対象一覧

5.2日本の専門企業の取組み、及び、建物評価項目に

関する意見収集

ここでは,4.で挙げた建物評価項目全体の定量化に向

けた初期調査として,専門企業への初期インタビューと

して,専門企業(住宅メーカー7社,不動産1社,管理

組合協議会1社,リフォーム業1社)に対して,建物評

価項目の定量化の可能性,各社の中古住宅評価事業への

取り組み,建物評価項目に対する重視度についてインタ

ビュー調査を行った(表5-1)。

建物評価項目の定量化の可能性については,ほとんど

の専門企業が,すでに定量化されている「B.火災時の安

全」,「C.劣化の軽減」,「E.温熱環境」,「F.空気環

表5-3専門企業の重視度の平均

    業種対象役職巽施日程

    住宅メーカーA社所長主任2008.8.19    B社係長次長2008.8.21
    C社業務推進センター2008.8.25

    D社D'社取締役主任営業2008.9.12008.9.8
    E社住宅ローンアドバイザー2008.9.8

    F社住まいと暮らしの情報館名古屋担当2008.9.9
    不動産H社住宅ローンアドバイザー2008.9.8

    管理組合協議会1社会長/事務局長相談員2008.8.27
    リフォーム業J社主任20089.16

          分類住宅メーカー不動産管理組合リフォーム業計:平均          A社B社D社F社
          A構造の安定(2)5.005.003.505.004.OO5.004.004.50
          B火災時の安全(3)5.005.005.004333.335.004.004.52
          C劣化の軽減(2)5.005.004.505.004.505.00一4.83
          D維持管理・変更の配慮(4)5.005.005.004.504.505.004.754.82
          E温熱環境(D5.005.005.005.004.005.004.004.71
          F空気環境(6)5.005.003」75.004.004.004.174.33
          G光・視環境(8)3.294.382.384」32.755.004.503.78
          H音環境(8)4.384.834.004.713.505.003.864.33
          1高齢者等への配慮(2)5.005.004005.004.005.003.504.50
          J防犯(2)5.005.003.504.003.505.003.00414
          K地球環境への配慮(2)5.005.003.005.003.00*14.004.17
          L設備(居住性能)(8)3.75*13.634.884.004.004.754.17
          M意匠(空間性能)(15)4.33*1*14.003.474.073.533.88
          N周辺環境(2)3.50*24.505.004.504.003.004.08
          0手続き(5)5.00*1一5.004.404.604.604.72

          ()内の数値は、項目数を示
分類に対する重視度を、5二重視している、4:やや重視している、3;どちらともいえない、2:やや重視していない、1:重視してい
ないとし、各分類の項目の重視度を平均した

*1:顧客によって異なる
*2:立地条件によって異なる
一:回答不能
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示す住宅メーカー4社,不動産1社,管理組合協議会1

社,リフォーム業1社に対して,表3-1の建物評価項目

の重視度を,5:重視している,4:やや重視している,

3:どちらともいえない,2:やや重視していない,

1:重視していないとして,アンケート方式で調査を行

った。全体的な傾向として重視度が高い分類は,「A.構

造の安定」(4.50),「B.火災時の安全」(4.52),

表5-2

「C.劣化の軽減」(4.83),「D.維持管理・変更の配

慮」(4.82),「E.温熱環境」(4.71),「1.高齢者等

への配慮」(4.50),「0.手続き」(4.72)であり,一

方,重視度が低い分類は,「G.光・視環境」(3.78),

「M.意匠」(3.88)であった。重視度が高い分類は,先

述の通り,「住宅性能表示基準」や「CASBEE」などの評

価基準を重視して対応している傾向から,重視度が高い

住宅メーカー各社の保障内容・取組み注3)

       企簸名点縷システム保隙項目・対象趨位醒分保睡内審保瞬期圖蒐横時鋼

       A社20年保瞳システム

       (主としてS造)ニュートラスシステム

       ユートラス保瞳〔保瞳期間が遇ぎた物件対象)構造駆体・防水10年
       B社長期保障構造副力上必要な部分初期保瞳20年工法により期間等異なる

       (主としてS造)雨水の漫入を防止する部分初期保瞳15年

       防罎初期保瞳10年

       外壁材・外壁塗装初期保瞳5年

       点検

       住まいの診断テスト屋根の診断屋根点検カメラ使用。

       置根材の割れ・ゆがみや退色などを診断

       軒樋の破損や詰まり具合も診断

       外壁の診断目地部分のシーリング状態、美観的にも気になる塗装の劣化、

       振動や凍害によるひび割れなどについて診断

       甚礎の診断甚礎のコンクリートについて、地震などの振動や凍書による

       ひび割れについて診断

       外部排水の診断外部の排水溝を關けて、誌まりや汚れ・排水異常がないかを診断

       詰まりの原因となる檀物の茎や根が優入していないか確認

       バルコニー防水シートの診断剥睡していたり、傷や破れ・ふくれなど、シートの劣化状況を診断

       小屋裏の診断小屋裏に入り、屋根の野地板にシミやカビがないかなど、

       小屋裏の績露や漏水の状況を診断

       キッチン(給排水)の診断璽のたてつけや、給水管の劣化、排水管の詰まりや汚れ調董に加え、キッチン回りの床や壁釦イルなどの浮き・剥がれを診断
       浴室(結排水)の診断床・壁・天井のタイルのカビや剥がれの状況、浴室内の建異の關閉具合と、給水管の詰まりや汚れを診断
       建具の診断玄関ドァ、サッシなどの外部建具や、箋内のドア・引き戸などについて、建具自身の変形、丁番・ドアクルーザー等の開閉具合を診断
       床下の診断床下に潜り、土台や東。大引などの腐食やシロアリ被轡を確認

       床下給排水管などの水漏れなども診断

       C社グッドストック

       (ツーバイフオー)・60年点検システム「キープウェル」
       ・20年保瞳システム基礎有筋基礎部分、地下室構造部分⑳構造強度に影響を及ぼす変形、損傷初期保瞳10年

       ㊥建物の長短長さの5/1GOO以上の不動沈下延長保瞳10年

       構造躯体床、内外酎力璽、小屋組⑲構造強度に影響を及ぼす変形、損幅

       防水屋根・外壁・バルコニーの防水⑱雨水の浸入による室内仕上面の汚損および

       木製サッシ・外部木製品の防水性能檎造躯体もしくは部材の著しい損傷

       防蟻防蟻⑭ヤマトシロアリまたはイエシロアリの発生

       による構造躯体および木部の触審.損幅

       D社生涯システム「アトリスブラン」基礎・主要欄造体など愚長保瞳期間60年(初期保瞳30年)

       (鉄骨ユニット)・60年保瞳外壁・床・歴根など最長保瞳期間60年(初期保瞳30年)

       ・生涯点検雨水の浸入防止が必要な部位最長保瞳期間60年(初期保瞳30年)

       ・ライフサボート虫害(シロアリ)最長保瞳期間30年(初期保瞳10年

       付帯設備(霞気・ガス・サニタリー設備など)最長保瞳期閻5年(初期保瞳5年)

       E社住まいの生涯サボートシステム檎造躯体初期保障10年

       (木質プレフアブ)防水その後5年毎有料メンテナンス育り

       防蟻

       F'復20年保瞳甚本橘造部分
       G社60年点検システムO維持・管理のアドバイス3ケ月

       (S造)○建物外部:基礎・外壁塗装・防水シート〔歩行錦〉1.2年
       等の点検、玄関靡等の關閉状況の点検

       ○建物内部:サッシ、室内建具の開開状況、給排水12隼
       の漏れ・つまり等の点検

       O基礎(擾気口含む)・外壁(パネル・目地シーリング・軒天簿)5年
       ・醒根やベランダの防水性等、建物外邪の点検

       O玄関騨等の可動蔀の点検5年

       ○基礎コンクリートの点検10年以降〔5年毎)

       O外壁塗装・シーリングの点検10年以降(5年毎)

       ○屋根やベランダの防水性の点検10年以降(5年苺)

       ○その他、ご要墾により建具・搬能都品等の機能性の確認10年以降(5年徳)
       ○建物劣化状況の確羽δo年

       O今後の住まいの相談60年

       メンテナンスプログラム基本櫛造駆体主要鉄筋メンテナンスフリー

       鉄筋コンクリート基礎メンテナンスフリー

       床ヘーベル板メンテナンスフリー

       屋根・ベランダヘーベル根メンテナンスフリー

       外壁ヘーベル帳メンテナンスフリー

       屋根防水勾配面交換(30年目)

       陸屋根シート防水璽ね貼り(30年目)

       ベランダシート防水篁ね貼り(30年目)

       外壁防水外壁吹き付け塗装(30年目)

       外壁シーリング交換(30年目)

       開口部外部關口部(サッシ)枠シーリング(30年目)

       玄関ドア・勝手ロドア枠塗装(30年目)

       外部出窓屋根塗装・シーリング(30年目)

       樋(軒檀・緩樋・固定金物等)塗装・交換(30年目)

       埋設設備給水・給湯器
      配水管
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と考えられ,重視度が低い分類は,「G.光・視環境」は

人工照明で対応できるといった意見や,「M.意匠」は顧

客のニーズによって異なるといった意見が反映されたも

のと考えられる。以上のことから,専門企業にっいては,

現在までに何らかの評価基準で定量化されている項目に

っいては,その評価基準を重要と捉えているが,定量化

されていない項目については,具体的な指針がないため,

「顧客のニーズに合わせる」や「立地条件によって変化

する」などの要因から,評価対象とならない傾向が明ら

かとなった。このことは,本研究で整理・抽出した建物

評価項目全体が定量化され,建物評価項目間の重み付け

することが実現すれば,新たな住宅評価基準となり得る

ことを示唆している。

5.3海外の建物価値評価の状況

1)韓国における建物価値評価

ア)住宅ストック,及び,住宅政策の状況

韓国においては,1988年から計画された住宅200万

戸建設計画により,2002年に漸くストック数が世帯数

を上回ったが,それまでは,住宅不足を解消することが,

韓国の住宅政策の主要な課題であった。また,1998年

に分譲価格が自由化されると住宅価格が高騰した為,そ

の後は,住宅市場・不動産市場を安定させる対策として,

建て替え基準の強化や投機過熱地区における分譲権の転

売要件の強化が行なわれた。

2003年にはこれまでの「住宅建設促進法」にかわり

「住宅法」が制定され,量から質の充足に政策は転換さ

れた。また,不動産市場の安定対策として,集合住宅を

建て替える場合,全体の60%の中小型住宅の建設を義

務化することにより,建て替えを行うと不動産価値が下

がることになり,建て替えが抑制されることとなった。

建て替えの抑制により,現在,ソウルでは再生すれば不

動産価値が上昇する現象が生じている。しかしながら,

都市の密度と容積率に対する法的方向性が明確でないこ

と,構造の安全性の保証の曖昧さ,維持管理の不足,資

産保証の不確かさなど再生を取り巻く課題は多いのが現

状である。

イ)主要な価値評価・認証制度の概要

こうした背景の中,韓国で策定されている主要な価値

評価・認証制度を表5-4に示した。このうち,未施行の

⑤を除く4つの制度の概要は以下のとおりである。

①住宅性能等級認証制度は,構造,環境,生活環境,火

災,消防等について,5部門・20項目(騒音4項目,構

造部門4項目,環境部門6項目,生活環境部門3項目,

火災・消防部門3項目)に区分している。それぞれの性

能評価項目に対して等級が表示され,性能等級評価の指

標は,それぞれそれ3ないし4等級で構成されている。

②環境(省エネルギー)建築物認証制度は,最優秀と優秀

で区分して表示される。100点基準で85点以上なら最

優秀,65点以上の場合は優秀となる。4部門・38項

目と,追加の項目6項目からなる。基本38項目の配点

は100点,追加6項目の配点は20点である。

③建物エネルギー効率認証制度では,エネルギーの効率

等級は1～3等級で表示される。項目別数値算出を通し

て総エネルギー節減率を算定し,節減率によって等級が

決定する。項目の内訳は,暖房空間7項目,非暖房空

間7項目,その他4項目である。1等級の総エネルギ

ー削減率は33.5%以上,2等級は23.5%以上33.5%未

満,3等級は13.5%以上23.5%未満とされている。算

出式は以下のとおりである。

 総エネルギー節約率={Σ(単位共同住宅のエネルギー節減

率×単位共同住宅の総専用面積)}/申請住宅の総専

用面積

④超高速情報通信建物の認証制度の認証等級は,特等級,

1等級,2等級,3等級で区分される。申請物に対して,

個々の項目に対する審査を実施した後,合否判定を通し

て等級が付与される。

ウ)既存共同住宅評価体系の構築の必要性

韓国においては,次のような理由から建物評価基準の

構築が課題となっている。まず,建物評価基準の構築さ

れることにより,総合的な評価情報を消費者に示すこと

が可能となり住宅取引の透明性が確保され,不動産市場

の安定に寄与することが挙げられる。また,共同住宅ス

トックの適切な維持管理の為には,評価体系の構築が必

要である。現在の評価基準では新築に重点が置かれてい

ること,韓国には高層大規模集合住宅が多いという特殊

性があり韓国独自の基準が必要であること等,何を基準

にして評価体系を構築すべきかが課題として挙げられる。

このような中で韓国の既往研究においては,評価目

的に応じた評価項目が必要であると指摘しており,評価

の分類と項目との関係が表5-5のように整理されている。

すべての目的にあてはまる項目が「経済性の評価」であ

表5-4韓国の主要認証制度の概要}1)

   認証制度認証の対象認証の等級表示方法
   ①住宅性能等級認証制度2000世帯以上新築共同住宅1～4等級
   ②環境(雀エネルギー)建築物認証制度完工した共同住宅優秀、最優秀
   ③建物エネルギー効率認証制度18世帯以上新築共同住宅1～3等級
   ④超高速情報通信建物の認証制度50世帯以上共同住宅特級、1～3等級
   ⑤知能型建築物認証制度(施行予定)公共及び一般の業務用建築物(今後拡大)1～3等級

表5-5評価項目に応じた評価の項目区分
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ることに,不動産投資への過熱がみられる韓国の実情が
反映されていると考えられる。また,目的の中の「税制

規定」にっいては,今後詳細に情報収集し,我が国の評

価基準作成の際に参考にする可能性があり得る。

エ)建物評価項目に対する重視度合い

大韓住宅公社建設技術研究室の元研究委員に対して,

表3-1の各項目の重視度合いを尋ねた。調査票,及び,

重視度平均値の算出方法は,5.2で用いたものと同様で

ある(表5-6)。最も重視しているのは,「B.火災時の安

全」「E.温熱環境」で,これらは日本の専門家と一致し

た傾向であるが,日本では2番目に重視されている「D.

維持管理・変更の配慮」が,韓国では15分類中11番目

と重視度が低い(表5-3)。韓国で,次いで重視度が高い

のは「H.音環境」「0.手続き」fF.空気環境」で,これ

らは「0.手続き」を除いて,イ)の認証制度でも取り上げ

られている項目である。イ)に含まれている項目で,重視

度が低いと回答された項目は,「A.構造の安定」であっ

た。日本と同様に,「意匠」に関する評価制度は存在し

ないため,韓国では「意匠」も評価が低い項目となって

いる。認証されることにより,売買価格への影響がある

場合は重視されるが,価格への影響が明らかでない項目

は重視されにくいということが推察される。

「D.維持管理・変更の配慮」,「1.高齢者等への配慮」,

「J.防犯」であった。fD.維持管理・変更の配慮」,

「1.高齢者等への配慮」は,日本の専門家は重視度が比

較的高い項目であり,価値観の相違がみられた。

また,表3--1に抽出されていないが重視する項目とし

て,維持管理費用と州の税金が挙げられている。

7、おわりに

本研究は,近い将来における,中古住宅ストックの評

価基準の確立を目指し,以下の基礎的事項に関する整

理・検証を行った。

①日本における既存の住宅健物)評価基準などの文献調

査により建物評価項目を抽出・整理し,各評価基準が対

象とする範囲を明らかにした上で,「既存項目には存在

しないが,今後の評価に必要と思われる項目」を専門家

へのインタビュー調査により追加した。即ち,包括的な

中古住宅ストックの建物の評価の基準項目案となる「建

物評価項目」(15分類70項目)を提示したものである。

AStrUCtUreStability

表5-6韓国専門家の建物評価項目重視度度合い
numbei'ofitemsaverage
22.50

Bfiresafety

3

5.00

Calleviationofdeterioration

2

3.50

Dmaintenance/considerationforchange
EWarmerenVirOnment

4

2.75

2)アメリカにおける建物価値評価

ア)アメリカにおける不動産価値評価の全体的傾向

アメリカ合衆国・NY州の設計事務所1社へのインタ

ビュー調査を平成20年9月18日に行った。NY州での

全般的傾向として,①不動産の価値評価は主として立地

で決定される。②土地価格の要因を除く「建物価値」評

価の確立は,重要且つ必要だと考えるが,米国において

もまだ取り組みは不十分である,という状況であるとの

コメントが得られた。

イ)建物評価項目に対する重視度合い

表3-1の各項目に対して,どの程度重視しているのか

を,ア)のインタビュー先に所属する2名の建築家に対す
るアンケート調査によって抽出した(表5-7)。

結果,2名ともすべての項目に対して「important」

と回答した分類は,rB.火災時の安全」,rE.温熱環

境」,「F.空気環境」であった。このうち,「B.火災時

の安全」,「E.温熱環境」は,日本,及び,韓国の専門

家も重視している項目である。次に,2名とも

「important」か「abitmoreimportant」のいずれか

を選択した分類は,ポイント順に「M,意匠」(4.93),

「C.劣化の軽減」(4.75),「0.手続き」(4,70),「L.設

備」(4.63),「H.音環境」(4.29)であった。このうち,

「M.意匠」は日本や韓国では重視度が低い項目であった。

一方,rneither」より重視度の低い回答が含まれた

分類のうち,平均が4ポイント未満と低かったでのは,

1

5.00

17airenvirOnment

6

4.17

Glightandvisualenvironment
〃nOiSeenVirOnment

8

2。25

8

4.29

Jcaringfbrelderlyanddisabledpersons

2

2.50

ノsecurity

2

3.00

ノ(earth-COnSCiOUS

2

2.00

Lequipments

8

3.13

Mdesign 15 2.93

ノ>ambientsurrounding

2

3.00

Obuildinglaw/termsetc

5

4.50

Astructurestability

a11"㎞portant"
"impOrtant,'or"abitmoreimportant"

表5-7アメリカ専門家の建物評価項目重視度度合い
numberofitemsaverage
24.50

Bfiresafety

3

5.00

Calleviationofdeterioration

2

4.75

Dmaintenance/considerationfbrchange
EWarmerenVirOnment

4

3.63

ノ

5.00

FairenVirOnment

6

5.00

GIightandvisualenvironment
〃noiseenvironment

8

4.00

8

4.29

ノcarlngfbrelderlyanddisabledpersons

2

3.50

Jsecurity

2

3.50

1(earth・-consclouS

2

4.00

ムeq則pments

8

4.63

〃design ノ5 4.93

Nambientsurrounding

2

4.00

Obuildinglaw/termsetc

5

4.70

all"㎞por㎞t"
"importanピ,or"abitmoreimpo!ねnt胸
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②次に,各建物評価項目について,評価のための定量化

(数値化)に関する検討を行った。既存の評価基準で定量

化されている項目に関しては,基本的にその数値化手法

を採用することとした。それ以外の項目については,定

量化手法の方向性を検討した。

③設計者・施工者・不動産業者・居住者(戸建/共同住

宅)らの主体による,「評価項目への重視度合い」を抽

出・比較した。専門家と住み手の間に存在する情報の非

対称性,および,各主体の効用/非効用要因の違いから

生じていると考えられる「重視度」の差がみられた。

④国内住宅メーカーでは,重要部位に対する保障の必要

性から,診断・点検システムが整備されっっある。また,

住宅(主として集合住宅)不動産市場が充足し,マーケッ

ト要因から中古住宅価格が比較的高く設定される事例も

みられる韓国と,維持管理・再生行為によって中古住宅

価値を高める住み手が存在する米国での中古住宅評価の

方向を調査した。さらに,国内住宅メーカー各社,及び,

韓国,米国において,中古住宅に関してどのような取組

みがなされているのかを整理し,専門化による各項目の

重視度を,インタビュー調査により詳細に抽出した。

今後の課題としては,以下が挙げられる。

①建物評価項目中の定量化されていない項目の定量化

(数値化)手法の提示。

②総合的評価方法(「評価得点計算方式」)の提示と,そ

のための建物評価項目の「重み付け」。

③各々異なる特性と効用/非効用を有する主体毎の,ま

た,価値観が異なる住み手毎の「評価得点計算方式」の

提示。

④以上の実効性の検証。

である。

<注>

1)評価項目の抽出を行った文献は以下のとおりである。
・住宅品質確保の促進等に関する法律第5条第1項
に基づく設計住宅性能評価書(一戸建ての住宅(新築住
宅))平成13年8月14日国土交通省告示第1347号
(最終改定平成19年6月20日国土交通省告示834号)
・鑑定評価理論研究会:要説不動産鑑定評価基準,
住宅新報社,2003
・固定資産税務研究会:要説固定資産税〈平成19
年度版〉,ぎょうせい,2007
・住宅情報タウンズ名古屋市内・知多版RECRUIT
平成20年5月21日発行,平成20年6月4日発行,
平成20年6月21日発行
・住宅情報タウンズ東尾張・東濃版RECRUIT平
成20年5月14日発行,平成20年5月28日発行,平
成20年6月11日発行,平成20年8月27日発行
・住宅情報タウンズ西三河版RECRUIT平成20
年5月28日発行

・東京R不動産:「realTokyoestate」,株式会社ア
スペクト,2006

・建設省:「工業化住宅認定制度工業化住宅性能認定
制度」,1973施行(現在は(財)日本建築センター
「工業化住宅性能評定事業」に移行)

2)図5-1の重視度算出にあたっては表3・1分類毎の項目

平均値による。表5-6,表5-7も同様である。詳しい算
出方法は,表5・3下部に記している。また5.1調査当時
は、表3・1より39項目少ない建物評価項目表であった。

3)G社へのインタビューは行っていない。表中記載内容
は,G社パンフレットからの引用である。

4)表5-4,及び,表5-5は,「フ1芒暑号手日奄フ圏圃
干奇唐皇}」(「既存共同住宅評価体系構築方針」),柔四
三入1曽干亀望子噌叫雪丑司(住宅都市研究員研究成果発
表会),2006より,翻訳して引用した。
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